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【1】草焼き(野焼き)実施について 

   『農業組合法人 若竹』、『農業生産法人 株式会社中甲』、『みどりの郷若林』が 

  田畑の害虫駆除と防火対策を目的に若林地区内の草焼き(野焼き)を行います。 

  ご迷惑をおかけしますが、ご理解の程宜しくお願い致します。 
 

   実施日：令和 8 年１月中旬から２月下旬まで 
 

   ★ ２月７日（土）が集中日となります 

      ＜予備日は、2 月 14 日（土）です＞ 

    〇洗濯物干し等の日程や時間調整をお願いいたします。 

 

【2】若林区事務所の開館について 
  事務所の正月休みは 1 月５日(月)で終了し、６日（火）より通常開館します。 
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令和 7 年「初日の出」 

 副区長  事務員  会 計 

 顧 問  区 長  相談役 

【若林区事務所】 



 

【3】豊田市指定ごみ袋の注文について 
 

   豊田市指定ごみ袋 (燃えるごみ用ワイドとすべての種類大のみ) を自治区で販売 

  いたします。添付の『豊田市指定ごみ袋注文表』にて各組単位でお申し込みください。 

 

  【組長様へのお願い】 
 

  ・回覧時『豊田市指定ごみ袋注文表』へ記載された方から集金して頂き、『豊田市 

   指定ごみ袋注文表』と『合計金額』を若林公会堂 区事務所にご持参下さい。 

  ・お持ち頂いたその場で、組合計分のごみ袋をお渡しします。その後、注文された方 

   へ配布願います。 （組内で注文の無い場合は、注文表の提出は不要です） 
 

  ★回覧終了後、組長様は『豊田市指定ごみ袋注文表』への記入の有無を必ずご確認ください！ 

 

   【ごみ袋引き渡し】・・・締切り⇒２月 6 日（金） 
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